
第１回津南町農業委員会総会議事録 

招集年月日 令和２年７月３１日 

招集の場所 津南町役場 ３階 大会議室 

開閉会日時  
開会 令和２年７月３１日   １４時３０分 

閉会 令和２年７月３１日   １５時３０分  

出席委員並びに 

欠 席 委 員 

番号 氏   名 出欠 番号 氏   名 出欠 

１ 板場 勇司 出 １０ 藤ノ木 敬一郎 出 

２ 藤木 正光 出 １１ 河田 千春 出 

３ 根津 秀人 出 １２ 桑原 京子 出 

４ 津端 久夫 出 １３ 中澤 繁夫 出 

５ 樋口 則郎 出 １４ 中山 國廣 出 

６ 桑原 幸枝 出 １５ 藤木 巖 出 

７ 島田 福一 出 １６ 涌井 益夫 出 

８ 中村 敬二 欠 １７ 藤ノ木 稔 出 

９ 滝沢 芳則 出 １８ 涌井  直 出 

議事録署名委員 １ 板場 勇司 ２ 藤木 正光 

職務のために出

席した者の氏名 

事務局長 村山 大成 主事 船木 康平 

    

    

    

説明のために出

席した者の氏名 

    

    

書    記 船木 康平 

議事日程 別紙のとおり 

会議経過 別紙のとおり 



 

会議経過（令和２年７月３１日） 

 

【開会宣言】 

事務局長（村山大成） 

只今より第１回津南町農業委員会総会を開催する。 

 

事務局長 

本日の欠席委員は中村敬二。津南町農業委員会会議規則第６条の規定により

委員の過半数以上に達しているので只今より第１回津南町農業委員会総会を開

会しこれより本日の会議を開く。農業委員会等に関する法律の規定により選挙

後最初に開催される総会は市町村長が招集することとなっており、臨時議長選

出までは私が務めさせていただく。 

 

日程第１ 臨時議長の選出について 

 

事務局長 

お諮りする。地方自治法第１０７条に規定する議会における臨時議長の選出

方法を準用し、出席委員中最年長である方を選出いたしたい。 

 

異議なし 

 

事務局長 

異議ないものと認め本総会の臨時議長に根津秀人氏を指名致す。 

 

日程第２ 仮議席の決定について 

 

臨時議長（根津秀人） 

現在の議席は日程第５までは仮議席である事をご承知願いたい。 

 

日程第３ 議案第１号 津南町農業委員会長の選出について 

 

臨時議長（根津秀人） 

日程第３議案第１号 津南町業委員会長の選出について議題とする。これの

選出方法について事務局の説明を求める。 

 



 

事務局長（村山大成） 

農業委員会法第 5 条第 2 項により、会長・会長職務代理は委員が互選した者

をもって充てるとあります。会長・会長職務代理の選出方法については、選挙

による互選を行うとなっております。 

今回の農業委員会長の選出について前回と同様に選挙による互選を行うか、

又は別の方法による互選を行うか、互選の方法を決めて頂きたい。 

 

臨時議長（根津秀人） 

只今の事務局の説明によりますと、従来どおり選考委員による選考方法によ

るか、選挙議案に関しては選挙による方法があるが、今回は、選挙による方法

でやることに異議はございませんか。 

 

(異議なしの声) 

 

臨時議長（根津秀人） 

 それでは、選挙による互選という声が多数を占めましたので、選挙議案につ

いては選挙で行うことに決定しました。それでは、これにより選挙をおこない

ますので、事務局は選挙の準備を願いたい。 

 

（事務局準備） 

 

臨時議長（根津秀人） 

 選挙を行うにあたり、自薦・他薦問わず推薦の声、意見がありましたらお願

いいたします。 

 

滝沢芳則委員 

 私は前回会長をやった涌井直さんにもう一期お願いしたく推薦したい。 

 

臨時議長（根津秀人） 

 他にございませんか。他になければ選挙に移ります。 

 それでは、これから会長選挙を行います。選挙権を有する出席委員は１７名

です。 

 立会人を指名します。津南町議会会議規則３２条第２項の規定により、立会

人に仮議席２番の藤ノ木敬一郎委員、仮議席３番の河田千春委員を指名します。 

 それでは、投票に移ります。事務局は投票用紙の配布を行ってください。 



投票は、単記無記名であります。投票用紙に氏名を記載し、他事記載のないよ

うにお願いします。 

 

（投票用紙配布） 

 

臨時議長（根津秀人） 

 投票用紙の配布漏れはありませんか？ 

 

（なし） 

 

臨時議長（根津秀人） 

 事務局は投票箱の点検をお願いします。 

 

（事務局職員は投票箱の点検を行う） 

 

臨時議長（根津秀人） 

 これより投票を行います。 

 

（投票） 

 

臨時議長（根津秀人） 

 投票漏れはありませんか。無しと認め、投票を終了します。これより開票を

行います。立会人と事務局は、所定の場所に移動してください。 

 

（事務局、立会人は開票を行う） 

 

臨時議長（根津秀人） 

 それでは、開票の結果を申し上げます。 

投票総数１７票うち有効投票１７票、無効投票０票であります。 

有効投票のうち、涌井直委員１７票でした。この選挙の法定得票は４票であり

ます。（有効投票総数の１/４） 

従いまして涌井直委員が当選されました。 

 ただいま会長に当選されました涌井直委員に、会議規則第３３条の２項の規

定により、当選の告知をいたします。 

 

 



涌井 直 

 急なお話と感じておりますが、今期限りという思いで２回会長をし、ご不便、

ご面倒をおかけしておりましたが私でよろしければお願いします。 

今以上の皆様のご協力お願いします。 

 

 

臨時議長（根津秀人） 

 会長が決まりましたので臨時議長の任を解かせていただきます。ご協力あり

がとうございました。涌井直会長、議長席にお着き願います。 

 

 

議長交代。 

 

日程第４ 議案第２号 津南町農業委員会会長職務代理の選出について 

 

議長（涌井直） 

日程第４議案第２号 津南町業委員会会長職務代理の選出について議題とす

る。なお、先ほど選挙議案については投票で行うことが決定しているので、議

案１号と同様な方法により行う。 

職務代理に立候補ほか推薦他薦はございませんか？ 

 

島田福一 

 前回職務代理をしていただいた涌井益夫さんに職務代理をお願いしたいと思

います。 

 

涌井益夫委員 

 私事ですが、仕事柄 365 日休みがありません。弟が帰ってきて仕事を手伝っ

てくれてはいますが、体の調子が良くなく私が仕事から抜けられないですので

別の方にやっていただきたい。 

 私としては藤ノ木稔さんにお願いしたいと思っております。 

 

議長（涌井直） 

 ほかにありませんか？なければただいまから会長職務代理選挙を行います。

選挙権を有する出席委員は１７名です。 

 立会人を指名します。 

立会人は議案第１号と同じく立会人に仮議席２番の藤ノ木敬一郎委員、 



仮議席３番河田千春委員を指名します。 

 それでは、投票に移ります。事務局は投票用紙の配布を行ってください。 

投票は、単記無記名であります。投票用紙に氏名を記載し、他事記載のないよ

うにお願いします。 

 

（投票用紙配布） 

 

議長（涌井直） 

 投票用紙の配布漏れはありませんか？ 

 

（なし） 

 

議長（涌井直） 

 事務局は投票箱の点検をお願いします。 

 

（事務局職員は投票箱の点検を行う） 

 

議長（涌井直） 

 これより投票を行います。 

 

（投票） 

 

議長（涌井直） 

 投票漏れはありませんか。なしと認め、投票を終了します。 

 

議長（涌井直） 

 これより開票を行います。立会人と事務局は所定の場所に移動してください。 

 

（事務局、立会人は開票を行う） 

議長（涌井直） 

 開票の結果を申し上げます。 

投票総数１７票うち有効投票１７票、無効投票０票であります。有効投票のう

ち藤ノ木稔委員１７票でありました。 

この選挙の法定得票は４票であります。（有効投票総数の１/４） 

従いまして藤ノ木稔委員が当選されました。 

 



議長（涌井直） 

 ただいま会長職務代理に当選されました藤ノ木稔委員に、会議規則第３３条

の２項の規定によって、当選の告知をいたします。 

 なお、議決事項ではありませんが、会長職務代理は、慣例により農業者年金

の加入推進部長に選任されますのでご承知おきください。 

 

藤ノ木稔職務代理就任の挨拶を行う。 

 

 

日程第５ 議案第３号 議席の決定について 

 

会長（涌井直） 

議席の決定についてを上程する。 

 

事務局（村山大成） 

津南町農業委員会会議規則第７条の規定により、くじで決定させていただく。

慣例により会長は１８番、会長職無代理は１７番とする。 

 

会長（涌井直） 

お諮りする。只今の事務局の説明のとおり、くじで議席を決定して宜しいか。 

 

異議なし 

 

会長（涌井直） 

ご異議なしと認める。よって議席はくじで決めさせていただく。 

 

 

事務局（村山大成） 

仮議席の１番の委員から順にくじを引き、引き終わったら議席番号を報告願

いたい。 

 

くじ引き 

事務局（村山大成） 

議席が確定したので報告申し上げる。１番板場勇司委員、２番藤木正光委員、

３番根津秀人委員、４番津端久夫委員、５番樋口則郎委員、６番桑原幸枝委員、

７番島田福一委員、８番中村敬二委員、９番滝沢芳則委員、１０番藤ノ木敬一



郎委員、１１番河田千春委員、１２番桑原京子委員、１３番中澤繁夫委員、１

４番中山國廣委員、１５番藤木巖委員、１６番涌井益夫委員、１７番藤ノ木稔、

１８番涌井直となった。 

 

会長（涌井直） 

議席が決定したので委員の方々には直ちに確定議席に移動をお願いする。 

 

日程第６ 会議録署名委員の指名について 

 

会長（涌井直） 

日程第６、会議録署名委員の選出についてを上程する。事務局の説明を求め

る。 

 

事務局（村山大成） 

 津南町農業委員会会議規則第１３条により議事録の作成をしなければならな

いが、作成後は２人以上の委員が署名捺印をしなければならないとなっている。

慣例では、議事録署名員は２名で、会長の指名によって行なってきた。指名の

順は議席の順番としている。 

 

会長（涌井直） 

 只今の事務局の説明のとおり、議事録署名委員は私の指名でよろしいか。 

 

異議なし 

 

会長（涌井直） 

 ご異議無いと認める。本日の議事録署名委員は１番板場勇司委員、２番藤木

正光委員を指名いたす。 

 

日程第７ 議案第４号 新潟県農業会議会員の氏名について 

 

会長（涌井直） 

議案第４号について事務局の説明を求める。 

 

 

事務局（村山大成） 

新潟県知事の指定を受け、県内の農業委員会への支援等を目的に設置されて



いる「一般社団法人新潟県農業会議」の会員について県農業会議定款第 6 条 4

項で「市町村の農業委員会長又は農業委員会が指定した者」と規定されている

ことから、当農業委員会においても、会長がこの職にあたるのが適当と考えま

す。 

 

会長（涌井直） 

事務局の説明のとおり県農業会議定款第 6 条 4 項で「市町村の農業委員会長

又は農業委員会が指定した者」と規定されていることでありますが、前回同様

に会長である私を会員にすることで、ご異議ありませんか。 

 

異議なし 

 

会長（涌井直） 

ご異議ないと認め、私が新潟県農業会議会議員として決定させていただき、

手続きをとらせていただく。 

 

全員拍手 

 

日程第８号 議案第５号 担当地区について 

 

会長（涌井直） 

議案第５号について事務局の説明を求める。 

 

事務局（村山大成） 

 担当地区について、事務局案を作成しましたのでこれを基に皆様から議論い

ただきたいと思います。（事務局案説明） 

 

会長（涌井直） 

 事務局の説明のとおり、事務局案について皆様の意見をお願いします。 

 

滝沢芳則委員 

 谷内ファームハイツですが、委員二人で確認した方が何かといいので、今回

も藤木さんと一緒に回れたらいいなと思っております。 

 

板場勇司委員 

 美雪町は他の集落からの集まりでして、私といたしましてはそのまま島田さ



んにお願いしたいです。 

 辰ノ口については中山さん・藤ノ木さんが担当ですがお二人で担当している

のでしょうか？ 

 

島田福一委員 

 美雪町は上郷出身の方が多くて、上郷方面に農地を持っている方が多い。 

中村さんと持ち場を交代でやっているので、私の担当地区に美雪町を入れてそ

のまま中村さんにお願いしたいと思います。 

 

藤ノ木稔委員・中山國廣委員 

 辰ノ口地区は二人でやっております。 

 

会長（涌井直） 

 ではまとめさせていただきます。 

谷内ファームハイツは滝沢芳則委員、藤木巖委員。 

美雪町は島田福一委員に追加をしてそのまま中村委員の担当地区と交代をする。 

以上でよろしいでしょうか。事務局訂正をしてあとで報告お願いします。 

 

日程第 9 議案第 6 号 津南町農業委員会部会及び企画会議の委員並びに各部会

の部長、副部長の選任について 

 

会長（涌井直） 

議案第 6号について事務局の説明を求める。 

 

事務局（村山大成） 

この設置要綱については、津南町農業委員会の任意の設置部会であり条例等

に基づいたものではない。各部会の構成人数は議案第 6 号で決定したとおりで

ある。企画会議の構成員は別表に掲げた委員で構成する。今回は事務局で事前

に希望をとっています。 

  

 

会長（涌井直） 

只今の事務局の説明のとおり、事前に要望をとって希望をもとに編成されて

いるそうなので事務局より発表してください。 

 

会長（涌井直） 



事務局案の発表があったが、異議はありませんか？  

 

異議なしの声 

 

会長（涌井直） 

異議がないようなので、農政部会・振興部会の構成は只今の事務局案のとお

りに決定させていただく。各部会の構成メンバーが決定したので部会ごとに集

合していただき部会長及び副部会長を選出していただきたい。なお、選考方法

は互選により行いたいがこれにご異議ないか。 

 

異議なし 

 

会長（涌井直） 

ご異議なしと認める。只今から各部会は別室にて直ちに互選願いたい。互選

終了まで暫時休憩とする。 

 

休  憩 

 

会長（涌井直） 

会議を再開する。互選結果を農政部会、振興部会の順に代表の方から報告を

求める。 

 

委員① 

農政部会長に滝沢芳則委員委員。同副部会長に藤ノ木敬一郎委員を互選した。 

 

委員② 

振興部会長に根津秀人委員。同副部会長に板場勇司委員を互選した。 

 

会長（涌井直） 

それぞれの部会より互選結果を報告いただいた。全委員の拍手をもってご承

認願いたい。 

 

全員拍手 

 

会長（涌井直） 

以上をもって本総会に提出された議案の審議は全て議了した。これをもって



第１回津南町農業委員会総会を終了する。 

 

 

以上の会議経過は書記が記したものであるが、その内容が事実と相違ないこ

とを証するためここに署名する。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

津南町農業委員会長 

 

 

会議録署名委員  

 

 

会議録署名委員  

 


